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認
可
保
育
園
と
認
可
外
保
育
施
設
の
格
差
是
正
・
公
平
性
維
持
の
た
め
に

　
市
で
は
認
可
保
育
園
と
認
可
外

保
育
施
設
を
利
用
さ
れ
て
い
る
方

の
公
平
性
を
保
ち
つ
つ
、
保
育
サ

ー
ビ
ス
を
安
定
的
に
供
給
す
る
た

め
に
、
外
部
の
委
員
で
構
成
す
る

「
町
田
市
保
育
料
等
の
在
り
方
検

討
委
員
会
」
を
２
０
１
２
年
６
月

に
設
置
し
、
保
育
料
等
の
在
り
方

に
つ
い
て
議
論
を
重
ね
て
き
ま
し

た
。
そ
し
て
、
こ
の
委
員
会
か
ら

の
「
認
可
保
育
園
と
認
可
外
保
育

施
設
の
利
用
者
間
の
格
差
を
解
消

す
る
た
め
に
、
認
可
保
育
園
の
保

育
料
を
引
き
上
げ
る
方
向
で
見
直

す
こ
と
が
必
要
で
あ
る
」
と
の
提

言
を
受
け
、
２
０
１
４
年
度
か

ら
、
月
額
で
平
均
２
２
２
９
円
、

最
高
５
０
０
０
円
の
増
額
を
行
う

こ
と
を
決
定
し
ま
し
た
。

【
認
可
保
育
園
・
認
可
外
保
育
施

設
の
費
用
の
負
担
割
合
の
現
状
】

　
市
内
に
は
市
立
・
私
立
合
わ
せ

て
　
園
の
認
可
保
育
園
が
あ
り
ま

６３
す
。
認
可
保
育
園
は
保
護
者
の
方

に
負
担
し
て
い
た
だ
く
保
育
料
の

ほ
か
に
、
国
・
都
・
市
の
公
費
負

担
（
税
金
）
に
よ
っ
て
運
営
さ
れ

て
い
ま
す
。
認
可
保
育
園
に
在
園

し
て
い
る
お
子
さ
ん
１
人
当
た
り

に
か
か
る
保
育
費
用
の
う
ち
、
保

育
料
と
し
て
保
護
者
の
方
に
負
担

し
て
い
た
だ
い
て
い
る
割
合
は
　２０

・
９
％
と
な
っ
て
い
ま
す
。
残
り

の
費
用
に
つ
い
て
は
、
国
・
都
・

市
が
そ
れ
ぞ
れ
負
担
し
て
い
ま
す

（
図
１
参
照
）。

　
こ
れ
に
対
し
て
、
お
子
さ
ん
が

認
可
外
保
育
施
設
に
在
園
し
て
い

る
保
護
者
の
方
の
負
担
割
合
は
、

　
・
８
％
と
な
っ
て
い
ま
す
。

２５　
認
可
外
保
育
施
設
を
利
用
し
て

い
る
保
護
者
の
方
に
は
、
経
済
的

負
担
の
軽
減
を
目
的
と
し
た
補
助

金
制
度
が
あ
り
ま
す
が
、
認
可
保

育
園
と
比
べ
る
と
負
担
割
合
に
差

が
見
ら
れ
ま
す
。
市
で
は
、
認
可

外
保
育
施
設
に
対
し
て
、
認
可
保

育
園
よ
り
も
多
く
公
費
負
担
を
し

て
い
ま
す
が
、
な
か
な
か
格
差
が

解
消
さ
れ
な
い
の
が
現
状
で
す

（
図
２
参
照
）。

○
変
更
後
の
保
育
料

　
今
回
の
改
定
に
よ
り
、
認
可
保

育
園
の
月
額
平
均
保
育
料
は
推
計

で
１
万
８
９
７
４
円
（
２
０
１
２

年
度
平
均
１
万
６
７
４
５
円
）、

保
護
者
の
方
の
負
担
割
合
は
　
・
２３

６
％
に
な
り
ま
す
。
ま
た
、
認
可

保
育
園
の
市
に
よ
る
保
護
者
負
担

軽
減
額
と
認
可
外
保
育
施
設
の
保

護
者
補
助
金
額
は
同
程
度
と
な
り

ま
す
（
図
１
・
２
参
照
）。

　
市
は
今
後
、
地
域
ぐ
る
み
で
子

ど
も
た
ち
の
健
や
か
な
成
長
を
支

援
で
き
る
よ
う
、
認
可
保
育
園
に

対
す
る
公
費
負
担
軽
減
分
を
、
地

域
に
お
け
る
関
係
機
関
に
よ
る
き

め
細
や
か
な
子
育
て
支
援
の
実
施

に
充
て
て
い
き
ま
す
。
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【図１】認可保育園に在園するお子さんの8時間
保育にかかる費用の負担割合［月額］

【図２】認可外保育施設に在園するお子さんに
かかる費用の負担割合［月額］

変更前（現行）2012年度決算

変更後（新保育料）2013年3月試算

※認可外保育施設負担割合は、認証保育所、家
庭的保育、認定こども園、保育室に在園してい
るお子さん１人当たりにかかる費用を、平均値
として表しています。

合計　8万250円

国基準徴収額（国
による保護者負
担保育料の基準）
3万4289円
（42.7％）

合計　8万250円

児童福祉法により公費
負担とされている額
4万5961円（57.3％）

町田市保育料
（保護者が負担）
1万6745円
20.9％

保護者負担の軽減分
（市が負担）
1万7544円
21.8％

公費負担
（国・都）
3万1682円
39.5％

公費負担（市）
1万4279円　17.8％

合計　12万7482円

認可保育園における
国基準徴収額（国によ
る保護者負担の基準）
に相当する額
4万7925円(37.6%)

認可保育園における
児童福祉法により公
費負担とされている
額に相当する額
7万9512円(62.4%)

保育料
（保護者が負担）
3万2925円
25.8％

保護者補助金
（市が負担）
1万5000円
11.8％

公費負担
（都）
3万9756円
31.2％

公費負担（市）
3万9756円　31.2％

町田市保育料
（保護者が負担）
1万8974円
23.6％

保護者負担の軽減分
（市が負担）
1万5315円
19.1％

変更後は、国基準
徴収額（国による
保護者負担の基
準）のうち、保護
者が負担する金
額（保育料）が増
額されます。

日程等受験資格募集人員職　種

○郵送受付
１０月２５日（金）まで

○電子申請
１０月１５日（火）～
２５日（金）午後５
時まで

○１次試験日
１１月１０日（日）

自力により通勤ができ、かつ介護者な
しに職務の遂行が可能な方で、次のす
べての要件を満たす方
①身体障害者福祉法第１５条に定める身
体障害者手帳の交付を受けている方
②通常の勤務時間（週３８時間４５分、１
日７時間４５分）に対応できる方
③活字印刷文による出題に対応できる
方
④年齢要件　Ⅰ類＝１９７８（昭和５３）年
４月２日から１９９２（平成４）年４月１
日までに生まれた方、Ⅲ類＝１９９２（平
成４）年４月２日から１９９６（平成８）
年４月１日までに生まれた方

若干名

身体障がい者対象
一般事務職

（Ⅰ類大学卒程度）
（Ⅲ類高校卒程度）

１９９２（平成４）年４月２日から１９９６
（平成８）年４月１日までに生まれた方若干名一般事務職

（Ⅲ類高校卒程度）
次の２つの要件を満たす方
①１９７８（昭和５３）年４月２日から１９９２
（平成４）年４月１日までに生まれた方
②大学のそれぞれの専門技術系学科を
卒業、または２０１４（平成２６）年３月ま
でに卒業見込み、もしくはそれと同等
の知識を有する方
※専門技術系学科の大学卒業と同等の
知識を有すれば学歴要件は必要ありま
せん。

１０人程度土木技術職
（Ⅰ類大学卒程度）

若干名建築技術職
（Ⅰ類大学卒程度）

若干名機械技術職
（Ⅰ類大学卒程度）

若干名電気技術職
（Ⅰ類大学卒程度）

１９８３（昭和５８）年４月２日以降に生ま
れた方で栄養士の資格を有する方、ま
たは２０１４（平成２６）年春までに取得見
込みの方

若干名栄養士

１９７８（昭和５３）年４月２日以降に生ま
れた方で歯科衛生士の資格を有する
方、または２０１４（平成２６）年春までに
取得見込みの方

１人歯科衛生士

１９７８（昭和５３）年４月２日以降に生ま
れた方で獣医師、薬剤師または食品衛
生監視員任用の資格を有する方、もし
くは２０１４（平成２６）年春までに取得見
込みの方

いずれか
１人

獣医師
薬剤師

衛生技術職
（Ⅰ類大学卒程度）
１．全職種とも地方公務員法第１６条の欠格条項に該当する方は受験できません。　
２．試験は活字印刷文で行います。
３．全職種とも採用試験実施要項をよくお読みのうえ申し込み下さい。
※保育士および保健師の採用試験は、１２月１日に実施する予定です。　
※採用試験実施要項と受験申込書は町田市ホームページからダウンロードできます。また市
役所本庁舎、各市民センターで配布します。

町田市職員募集（２０１４年４月採用予定町田市職員募集（２０１４年４月採用予定））
問職員課辺７２４･２１９９

　２００９年１２月に策定した「町田市スポーツ振興計画（２００９年度～２０１８年度）」は
中間年で見直しをすることが定められており、今回スポーツを取り巻く環境の
変化を踏まえ改定します。また、２０１１年に制定されたスポーツ基本法に基づき、
名称を「スポーツ推進計画」と改めます。

町田市スポーツ推進計画（案）の概要　 

〈計画期間〉
　２０１４年度～２０１８年度の５年間
〈基本理念〉
①スポーツ環境の整備及び魅力ある地域社会の形成
②スポーツを通じた健康の保持及び増進に関する知識の向上
③市・市民等・ホームタウンチーム及びスポーツ関連団体による相互の信頼
の下の連携、協力

〈目指す将来の姿〉
　スポーツで人とまちがひとつになる
〈施策の展開〉
○戦略１　市民スポーツの普及・推進
・推進施策１：地域におけるスポーツの推進（幼児期の身体活動推進、健康
づくりとの連携、高齢者のニュースポーツ等）

・推進施策２：「市民スポーツ」の環境づくり（クラブハウス・ストリート
系スポーツの整備、地域スポーツクラブの推進、既存施設の有効活用等）

○戦略２　トップスポーツ支援
・推進施策３：ホームタウンチームへの支援と協働（シティセールスの推進、
ホームタウンチーム・アスリート情報の発信力強化等）

・推進施策４：「トップスポーツ」の環境づくり（トップアスリートとの交
流の活性化、ボランティアスタッフが活躍できる仕組みづくり等）

○戦略３　スポーツ環境の整備
・推進施策５：スポーツのまちづくり（野津田公園の整備、スポーツ・ツー
リズムの連携促進等）

ご意見の提出方法　 

募集期間　１１月９日（土）まで
〈資料の閲覧・配布〉
　計画（案）の詳細は町田市ホームページに掲載しています。また、スポーツ
振興課のほか次の窓口で閲覧及び資料の配布を行っています（各窓口で開庁日
・時間が異なります）。
○配布場所　市政情報課・市民相談室（市役所本庁舎１階）、各市民センター、
各駅前連絡所、木曽山崎・玉川学園の各コミュニティセンター、各市立図書館、
町田市民文学館、生涯学習センター、男女平等推進センター、総合体育館、サ
ン町田旭体育館、市立室内プール、陸上競技場、相原中央公園管理事務所
〈意見等の提出方法〉
　郵送、ＦＡＸ、Ｅメール、または担当課ほか資料を配布している窓口へ直接
提出して下さい。郵便の場合は配布資料に添付している専用封筒（料金受取人
払郵便）をご利用いただけます。
○担当課　スポーツ振興課（〒１９４−８５２０、森野２−２−２２、市役所本庁舎１０階、
辺７２４・４０３６返０５０・３１０１・０４８８遍mcity1290@city.machida.tokyo.jp）

－注意事項－
○書式は自由ですが、住所、氏名、連絡先、案件名を明記して下さい。
○電話、窓口での口頭によるご意見は、お受けできません。
○ご意見への個別の回答は行いません。
○公序良俗に反するもの、特定の団体・個人等に対する誹謗中傷が含まれるも
のは無効とします。

○寄せられたご意見の概要及び市の考え方は、個人情報を除き、２０１３年１２月下
旬に公表します。

パブリック
コメント
概　要

町田市スポーツ推進計画（案）
問スポーツ振興課辺７２４・４０３６返０５０・３１０１・０４８８

皆さんのご意見をお寄せ下さい
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